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白馬新ごみ処理施設を考える連絡協議会 ミニ勉強会レジュメ 

実施日：２００７／７／１８ 

会   場：ふれあいセンター 

                        白馬新ごみ処理施設を考える連絡協議会  

 
｢用地選定の過程について｣ 

～議事録などの調査報告より～ 

 
はじめに 

「ごみ処理施設侯補地に係る住民説明会 主な質問に対する広域連合の考え方」より、質問（Q）に

対する広域連合の考え方（A）のおかしな点を⑤点ピックアップしました。（太字部分） 

 
① 北アルプス広域連合では、平成 19 年 2 月 23 日(金)に広域連合議会でごみ処理施設建設候補地に

白馬村飯森地区とすることについて了承 をいただき、平成 19 年 2 月 26 日に飯森地区をかわきりに説明

会を開催し、今日まで 8 回の説明会を開催してまいりました。 

 

「3.用地の選定方法について」の項目より 

② Ｑ13  議会での審議は適正になされたのか 

A13 ごみ処理の広域化については、広域連合の事業であることから、広域連合議会において、審議いただ

いています。広域連合議会は、各市町村議会で選出された議員からなり、議員の定数は、大町市 7 人、池田町 3

人、松川村 3 人、自馬村 3 人、小谷村 2 人の 18 人となっています。 

また、広域連合議会の中に「ごみ処理広域化特別委員会」(池田町、松川村議員を除く)を設置し、ごみ

処理広域化の推進について、審議をしていただいています。 

 

用地選定については、2 月 23 日に「ごみ処理特別委員会」を開催し、自馬村飯森地区に候補地を

選定した経過を報告し、説明会を開いていくことについて了解いただきました。また、広域連合議

会の全員協議会においても、用地選定の報告をし、了解をいただいたところです。 

 

その後、各市村の議会において、用地選定の経過を説明してきました。 

自馬村議会においては、広域連合議会開催日の同日に全員協議会を開催し、説明をしてまいりまし

た。 

 

③ Q14  用地選定過程での情報を開示すべきではなかったか 

A14  現在のごみ処理施設は、一般的に、環境や景観にも十分配慮した施設が建設されていますが、依然として、

迷惑施設というイメージが根強くあります。用地選定の過程では、複数の候補地について比較検討を行っています

が、検討過程の段階では、不確定な情報であります。この段階での情報を公開することにより、客観的かつ公平で



 2
あるべき比較検討中の候補地選定に支障が生じる恐れがあるため、最終的な候補地を選定した段階で、経過

を含め正確な情報を公開することが適切であると判断しました。 

 

④ Ｑ16  用地選定委員会に学識経験者が入っていない。学識経験者を入れて再検討すべきでは

ないか 

 

A16  平成 16 年度に学識経験者等を含めた「ごみ処理広域化基本計画検討委員会」において、「ご

み処理施設用地選定方法及び選定項目」について検討し、方針をまとめていただきました。 

 

この委員会の方針を反映した選定方法及び選定項目に基づき、平成 18 年 5 月以降、市村の状況に

ついて把握している関係市村助役・担当部課長等からなる「ごみ処理施設用地選定委員会」を設置

し、用地選定作業を進めてきたものです。 

 

今後、専門的分野については、生活環境影響調査の中で十分調査してまいります。 

 

⑤ Q17  用地選定に住民意見を反映すべきではなかったか 

 

A17  平成 16 年度に学識経験者、住民の代表等 16 名からなる「ごみ処理広域化基本計画検討

委員会」において、「ごみ処理施設用地選定方法及び選定項目」について検討し、方針をまとめてい

ただきました。 

 

この委員会の方針を反映した選定方法及び選定項目に基づき、平成 18 年 5 月以降、市村の状況に

ついて把握している関係市村助役・担当部課長等からなる「ごみ処理施設用地選定委員会」を設置

し、用地選定作業を進めてきたものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3広域連合議会理解のために 

1． 北アルプス広域連合の意思決定フロー 

                  
所属会長 

助役会 

正副連合長会議 

議 会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．北アルプス広域連合議会（敬称略 議員名は 2007.5 の改選時までのもの） 

 

 

広域連合議会  

 議員 18 名： 大町市 7 名、池田町 3 名、松川村 3 名、白馬村 3 名、小谷村 2 名

 白馬村議員：下川辰男、西澤 功、高橋賢一 

 

議会運営委員会（5 名） 

委員長：下川辰男 

福祉常任委員会（9 名） 

大町３、池田２、松川１、小谷１、

白馬２：西澤、高橋 

総務常任委員会（9 名） 

大町４、池田１、松川１、

小谷１、白馬１：下川辰男

全員協議会（18 名） 

下川辰男、西澤、高橋 

大町７、小谷２、白馬 3:下川辰男、西澤、高橋

ごみ処理広域化特別委員会（１２名） 
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候補地は広域行政とコンサルタントのみで検討し決定した 

（広域連合議会はつんぼ桟敷だった） 

 

「ゴミ処理施設の候補地は北アルプス広域連合の行政側委員とコンサルだけで独断専行で秘密裏に

決定された。広域連合議会では検討はおろか、新聞報道まで知らされなかった。」ということが、議

事録から明らかになりました。 事の顛末を時系列で説明します。 

 

１９年１月２５日（１３:３０～14:４０）・第９回ごみ処理広域化特別委員会（白馬村委員は下川辰

男・西澤・高橋委員） 

「用地の決定は、現在選定委員会で絞込みの佳境にあり、年度中に連合長に提言したい。そうし

たことでご理解賜りたい。」 ――――――――――― 資料①：議事録 

 

１９年２月１５日（10～12:15）・第９回用地選定委員会（白馬村委員は窪田助役・松澤住民課長・

田中係長）       

飯森を候補地として選定。 

 

１９年２月２０日・用地選定委員会・ 

相澤委員長（大町市助役）から牛越広域連合長に飯森を候補地に選定したことを提言。 

 

 

１９年２月２２日・広域連合議会（第１日目）（10～13：28）（白馬村委員は下川辰男・西澤・高

橋委員）連合長の冒頭の挨拶で 

「明日、第 10 回ごみ処理広域化特別委員会ならびに全員協議会にて候補地を報告する。」との予告

のみ。―――――――――――――――――――――――――資料②：:議事録 

 

１９年２月２２日・広域正副連合長会議（13：30～14：25）にて、飯森を候補地として決定。 

 

候補地は決定するまで広域議会議員には知らされなかった。 

 

１９年２月２３日。信濃毎日新聞にて、飯森が候補地に決定と報道。 

 

議員より先に新聞報道がなされた。 

 

１９年２月２３日・第１０回ごみ処理広域化特別委員会（９～10）での連合長あいさつで、飯森に

決定した旨の説明。続いて事務局から選定に至った経緯を説明。その後の質疑は大和議員と藤巻議

員が質問したのみ。質問の中で大和議員は 

「これだけの資料について急に質問と言われても困る。」 
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「結論を出しなさいとなれば、私は不参加とさせていただきたい。」 

との素直な気持ちを述べている。 

最後に、「特に無ければ、特別委員会としては、了承するということでよろしいでしょうか。」との

委員長の声に、「異議なし」の声があり、了承したことになった。 

  ――――――――――――――――――――――――――――――資料③：概要 

 

１９年２月２３日・広域連合議会(第 2 日目)（10～10：34）で連合長は閉会の挨拶で 

「本日、本会議に先立ち、第 10 回ごみ処理広域化特別委員会で協議の上、了承された。」と述べる。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――資料④：議事録 

（その後、広域の全員協議会（10：50～11：45）が開かれ、候補地決定が報告されている。） 

 

これが広域連合議会における「了承」の実態です。 

しかも、白馬村の代表である議員は何も発言していない。 

 

１９年２月２３日・白馬村全員協議会（午後 5 時～）で太田村長は 

「地元の議会には報道より先に知らせるために、今日の会議ということになっていたわけですが、新

聞に先に報道されてしまった。地元の皆さんに理解していただくことが一番大事だと考え、その旨の

話をした。議会軽視ということもあるかと思うが、議会以上に地元民の理解を得ることが「優先であ

る」とした結果で、お許しいただきたい。」 

その後の質疑で高橋議員は 

「広域議会の議員に、正副議長と私がなっています。本日の会議で飯森が建設候補地に決定したとい

うことです。候補地に係る問題は、議会へ報告をいただくようお願いします。私も、今朝の新聞で知

ったということです。」 

渡辺議員は「候補地の検討（注：環境アセスのことか？）にあたっては、第３者機関を設け、情報公

開を要望する。行政で全てをやって欲しくない。」 

これに対して村長は「全てを公表することで、理解を得られなくなる場合がある。」 

渡辺議員「それはもちろん。予想できるものを全て予想してそれをクリアして進めて欲し 

     ということです」――――――――――――――――資料⑤：会議録（抜粋） 

 

 

先の６月村議会の一般質問で、「白馬村の議会の代表も参画して検討を重ね、

決定したこと。」と発言した議員がいたが、これは全くの嘘。嘘でなければ

事実誤認である。「検討にも参加できず、行政の決めたことをうやむやのう

ちに了承したことにされてしまった」というのが真実。 
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「議事録」から読み取れること 

 

広域連合が住民説明会で、「ごみ処理広域化基本計画検討委員会」において“「ごみ処

理施設用地選定方法及び選定項目」についての検討と方針をまとめた”と説明してい

るのは、本当か？  

 

第 37 回（H17/2/1）のごみ処理広域化計画推進協議会の議事録には協議事項として、５)項の適地

選定について（経過報告）と（資料６）が記載されている。 

この資料６には用地選定にあたり最も必要な内容である「候補地選定に当たっての基本的な考え方 7

項目」が記載されている。しかしこの項目には、景観に配慮する項目、観光に配慮するなどの大切な

配慮項目が不足している。 

またこの資料 6 には適地選定絞りこみ資料として１１ヶ所の用地選定の場所を表す地図が含まれて

いた。 

 

第 7 回（H17/3/11）ごみ処理広域化計画検討委員会に示された「適地選定について」は（資料４）

にて説明している。 

この資料４は適地選定調査のフローと広域化を行った場合の収集運搬コストのシミュレーションの

算定結果の資料であり、資料６とはまったく異なった資料を検討委員に提示した。 

しかし検討委員会にて「ごみ処理施設用地選定方法及び選定項目」について検討し、

方針をまとめていただいたと住民説明会又「主な質問に対する広域連合の考え方」についてで

も同様な説明をしている。 

 

住民に内容を知らせないようにしように画策したとしか考えられない。 

もし検討委員会に資料６を素案として提示していれば検討委員会において「候補地選定に当たっての

基本的な考え方」の７項目では不足していると指摘できたと考えられる。 

 

渡辺議員は第３７回大北地域ごみ処理広域化計画推進協議会の議事録に関して、「交付請求して入手

した写しと、ホームページ掲載されているものを見比べると、内容が異なっています。」と広域連合

長あてに不服申し立てをしています。本日の（7/18）の信毎で報道されました。 

 

さらにホームページには資料６と記載されているが、この資料６はいまだ掲載されていなく、これか

らも公開したくない考えだと思われます。 

 

又住民説明会では、11ヶ所の検討は検討委員会にて行ったとしていますがこれも嘘で、委員長の松
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岡教授からは「資料４を基に検討をしたが候補地の絞込みはしていないし１１ヶ所の候補地の選定

をしていない」とはっきりと回答いただいています。 

 

 

第 7 回ごみ処理広域化計画検討委員会（１６名） 

＜役割＞協議会から出される素案の検討 

＜委員構成＞ 

＊ 松岡英子：信州大学教授（委員長） 

＊ 松本明人：信州大学助教授（学識経験者） 

＊ 丸山敏夫：白馬観光局商工産業部（事業者団体） 

＊ 山本方俊：白馬村衛生組合（住民団体） 

＊ 丸山みすず：白馬村消費者の会（住民団体） 

＊ 松沢宗昭：白馬村助役（行政委員） 

＊ 他 

第 37 回ごみ処理広域化計画推進協議会（9 名）

＜役割＞ごみ処理広域化基本計画素案の策定 

    検討委員会での報告を受けての検討 

＜会員構成＞ 

 大町市、八坂村、美麻村、小谷村、白馬村の 

 担当課長：白馬村中村住民課長 

 白馬山麓環境施設組合事務局長：相澤稔 
 他

検討結果の報告 

素案の提示 

 

 
（付記）このレジュメを読んだだけでは理解できない微妙なニュアンスもありますので、ごみ連協で

はグループ・団体などからの希望があれば出前で説明会を行ないます。（質疑応答の時間を入れ２時

間ほど）お気軽に事務局までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

以下の資料集は、情報公開条例に基づく公開請求で入手した文書です。一部に書き込んだ箇所があ

りますがその点はご理解下さい。右上の太字の数字は資料集のページ番号です。 
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